
　地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に関す
る活動を行うもの、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営するものが相互協力し
て策定する、地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。
　地域福祉を推進する団体として、社会福祉法に明確に位置づけられた社会福祉協議会は、
地域福祉活動計画のもと、福祉ニーズが現れる地域社会において、福祉課題の解決をめざして、
住民や民間団体の行うさまざまな解決活動と必要な資源の造成などに組織的に取り組みます。

社会福祉法人
盛岡市社会福祉協議会

地域福祉活動計画とは？

人と人とがつながり　共に支え合うまちづくり

平成 28 年度（2016）〜平成 37 年度（2025）

第２期
地域福祉活動計画（概要版）
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行　政

町内会・自治会

民生児童委員

ボランティア

相談支援機関 福祉サービス事業者

医療機関

企業・事業所

NPO

社会福祉協議会福祉推進会

なぜこの計画を策定したの？

｢地域福祉計画｣ と ｢地域福祉活動計画｣

★これまでに、盛岡市社会福祉協議会は、平
成 18 年度に地域福祉活動計画を策定し、社
会福祉制度の大きな改革や社会経済情勢がお
よぼす地域の生活環境の変化等、地域社会を
取り巻くさまざまな福祉課題の解決に向けて
取り組んできました。
★この 10 年間では、平成 20 年のリーマン
ショック以降の大量失業者や新たな貧困問題、
孤立死や自殺者の増大、平成 23 年 3 月の東
日本大震災における多くの尊い人命の喪失、
平成 25 年の盛岡市の豪雨・台風災害など、
これまで経験したことのない現象に見舞われ

た時期でもありました。そうした中、地域で
のつながりが見直され、人と人との新たな支
え合いが注目され始め、中間年度の見直し以
降は、ふれあい・いきいきサロンを通じた交
流の促進や、地域支え合い体制整備を目的に
支え合いマップ作成の推進など、地域が主体
的に取り組む地域福祉活動が始まっています。
★地域福祉の推進を使命とする社会福祉協議
会は、その役割を再認識し、市民の福祉活動
を今後も支援し、生活・地域課題を解決する
ために計画を策定しました。

盛岡市の理念、取組み、
市民や地域の

取り組みの方向性

地域福祉計画
（行政計画）

地域福祉活動計画
（民間計画）

社会福祉協議会が
市民や関係機関と

協力して進める計画

協働で
地域福祉を推進

私たちがめざす地域福祉
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基本理念

基本目標

重点項目

「人と人とがつながり 共に支え合うまちづくり」
　近年は、「地縁」が希薄化していることに加え、高齢や障がい、貧困

などの理由で社会的に孤立する方が増加しています。こうした課題を地

域の課題として捉え、解決していくことで、地域住民の良好な関係と助

け合い・支え合いの地域となるよう、「人と人とがつながり、共に支え

合うまちづくり」を目指していきます。

お互いが助け合う
地域づくり

●みんなが地域活動に参加し、顔の見える地域づくりを進めるまち
●地域の課題に取り組む町内会・自治会やボランティアグループが増え、
　地域の助け合いが進むまち
●相談できる人や場所が身近にあり、近所の人同士が助け合えるまち

多様な交流の
場づくり

●身近な地域に多種多様な交流の場があり、自分の好きな場所に参加できるまち
●地域で孤立しがちな人も参加しやすいサロンづくりができる地域
●サロン活動を通じて、多くの年代の仲間づくりが進み、地域の居場所
　があるまち

幅広い層の
担い手づくり

●子どもから大人まで幅広い市民が積極的に福祉活動へ参加する地域

●支援を必要とする高齢者や障がい者に地域住民が手を差し伸べる地域

●企業や事業所など多様な地域資源と連携しながら活動するまち

解決しにくい
課題への取り組み

●高齢者や障がい者等が抱える悩みや不安に対応した仕組みのあるまち

●住民同士や地域で解決が難しい課題を、専門機関など関係機関と一緒

　に解決する仕組みのあるまち

支援を必要とす
る人が確実に福
祉サービスを受
けられる仕組み

共に支え合うこ
とができる地域
環境づくり

地域福祉を担う
人づくり
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　誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らすことができる地域社会を形成す
るためには、地域内住民の交流や近隣の連携が必要です。
　個人や世帯が抱える生活課題の多様化・複雑化により、個別分野の相談支援
機関だけでは対応が難しいケースが増加しており、自立した生活を営めるよう
各相談支援機関と地域福祉コーディネーターが連携し、サービスが提供される
よう、盛岡市が進める地域トータルケアシステムの構築に向けて取り組みます。

　地域福祉の推進には、住民による主体的な活動と、行政や民間の多様な主体が協働
しながらそれぞれの役割を果たしていくことが重要であり、そのためには、課題やニー
ズを発見し、受け止め、地域の資源（情報・人・場所など）をつないでいくため、地
域福祉コーディネーターが中心となりネットワークの構築や支援活動を行います。

　地域に点在する社会福祉施設、企業、店舗が行う社会貢献やサービスなど地域資
源メニューを把握・共有し、地域福祉活動等に活用することで、地域資源とのネッ
トワーク化を図るとともに、地域における社会貢献活動を促進します。

○シルバーメイト研修会
○おげんき見守りシステム
〇認知症サポーターの養成

○地域支え合いマップの作成支援
○日常生活支援（ゴミ捨て、雪かき等）
○防災訓練

地域福祉コーディネート活動1

2

3

4

地域資源調査

見守り活動

支え合い活動

取 り 組 む 活 動

お互いが助け合う地域づくり

♪

♫
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地域福祉活動には、子どもから大人まで幅広い層の参加と協力が必要です。各
層の参加がより増えるよう各種講座などの開催により、多くの市民が学び、地
域の担い手となり活動できるよう取り組みます。

○ボランティア・市民活動の支援
○災害ボランティアセンターの運営
○ボランティア講座等の開催
○ボランティア情報交換会、ボランティアまつりの開催
○ボランティア情報、助成金情報の提供
○生活支援（雪かき、ゴミ捨て等）活動の支援

身近な地域で誰もが参加できる交流の場や居場所づくりと併せて、サロン運営の担
い手となる幅広い年齢層のボランティア人材の育成を進めます。

○ふれあいサロンの開催
〇世代間交流会の開催
〇ふれあい給食会・座談会の開催
〇地域の担い手研修会の開催
○サークル活動の周知

地域でお互いが声をかけあい、顔が見える関係づくりとなるよう、交流の場を
地域の中に広げます。

5

1

2

ボランティア・市民活動の推進

交流の場づくり

拠点づくりの支援

幅広い層の担い手づくり

多様な交流の場づくり
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○キャップ・ハンディ体験の実施
○キャップ・ハンディ体験用具の貸出し
○高校生ボランティア講座の開催
○ボランティア入門講座の開催

○介護教室の開催
○医療・保健講座の開催

1

2

福祉教育

日常生活を支援する人材育成

地域の中には認知症やひきこもり、子育て、生活困窮などで悩み、不安を抱え
て生活している方がいます。行政、市民、関係機関が連携・協力した地域福祉ネッ
トワークを構築し、解決に向けて取り組みます。

○地域福祉コーディネート活動
○高齢者・障がい者の生活支援
○地域資源との連携

○各種相談所
　（心配ごと相談所、結婚相談所、高齢者職業紹介所）の運営
○生活福祉資金、助け合い資金の貸付
○権利擁護事業（日常生活自立支援事業、成年後見制度）
〇関係支援機関等との連携

○地区福祉懇談会・ワークショップの開催
〇地区福祉推進会活動の活性化
○各種学習会の開催

困りごとへの対応

相談・支援活動

地域課題への取り組み

1

2

3

解決しにくい課題への取り組み
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●見守りなどの支え合い活動
●支え合いマップの作成
●認知症講座等の開催
●世代間交流行事の開催
●ふれあいサロンの開催
●認知症講座などの開催
●防災訓練の実施

●地域福祉ネットワークへの参加
●関係機関との連携（情報提供など）
●地域づくりへの参加
●災害時の支援活動

●福祉サービスに関する情報提供
●関係機関との連携
●地域福祉ネットワーク形成の推進
●地域福祉を担う人材育成
●地域の社会資源の開発
●災害ボランティアセンターの設置

●あいさつ
●地域行事への参加
●ボランティア活動への参加
●ふれあいサロンへの参加
●高齢者や子どもの見守り
●ゴミ捨てや雪かきのお手伝い
●認知症講座などへの参加

●地域住民へのサービス提供
●地域の清掃活動への参加
●社会資源としての地域貢献
●災害時の支援協定

●相談体制の充実
●関係分野、機関との連携
●サービスの質の向上
●研修会等への講師派遣
●地域の集まり、相談場所の提供

期待される役割  ～私たちにできること～

福祉推進会・
町内会・自治会

ボランティア
団体・NPO

行政・社協

市　　民

企業・事業者

福祉施設・
相談機関

ご近所との身近な交流や見守り、
地域行事や話し合いへの参加、
ボランティア活動への参加に
よって地域への関心を持ち、住
民同士のつながりや地域の担い
手としての活動が期待されます。

地域の活性化への取り組みや社
会貢献として地域行事や活動へ
の参加などを通じて情報交換を
行い、地域のニーズに貢献する
ことが期待されます。

福祉施設や地域包括支援セン
ターなどの相談機関は、専門的
知識を持った社会資源として、
専門性を活かして住民からの相
談を受け、助言や支援を行うな
ど地域への貢献が期待されます。

地域住民の支え合いや地域づく
りの基礎となる団体として、住
民の顔の見える関係づくりとし
ての交流など住民が参加できる
ような活動が期待されます。

ボランティア団体やＮＰＯはそ
れぞれ目的を持った団体で、活
動分野も多様ですが、連携しな
がら地域の課題解決に協働で取
り組むことが期待されます。

行政と社協の協働による住民主
体の地域福祉活動が推進される
ように活動拠点や人材の確保な
どの支援、関係機関や団体との
連携などが期待されます。
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ホームページ
ＱＲコード

〒 020-0886
盛岡市若園町 2-2 盛岡市総合福祉センター内

地域福祉活動に関する相談窓口

盛岡市社会福祉協議会

盛岡市社会福祉協議会 玉山支所
〒 028-4132
盛岡市渋民字泉田 360 盛岡市玉山総合福祉センター内

TEL   019-651-1000

TEL   019-683-2743


